
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
個
人
情
報
保
護
条
例
に
基
づ
き
実
施
機
関
が
定
め
る
法
人 

（
県
政
情
報
公
開
室
）　

　

一

〇
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ
く
医
師
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

一

〇
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
医
師
の
指
定
の
辞
退 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
医
師
の
所
属
医
療
機
関
の
変
更 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
医
師
の
所
属
医
療
機
関
の
所
在
地
の
変
更 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
（
二
件
） 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
道
路
の
区
域
変
更 

（
道　

路　

課
）　

　

三

〇
道
路
の
供
用
開
始
（
二
件
） 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
二
件
） 

（
都
市
計
画
課
）　

　

三

 
公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
の
決

　

定 

（
税　

務　

課
）　

　

四

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決
定 

（
情
報
シ
ス
テ
ム
課
）　

　

四

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決
定 

（
警
察
本
部
会
計
課
）　

　

四

 
選
挙
管
理
委
員
会

〇
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
告
示
の
一
部
改
正 

四

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
三
十
一
号

　

個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
八
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
七
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
第
四
条
第
二
項
の
実
施

機
関
が
定
め
る
法
人
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

な
お
、
平
成
十
四
年
宮
城
県
告
示
第
千
百
八
十
七
号
（
個
人
情
報
保
護
条
例
に
基
づ
き
実
施
機
関
が
定
め
る
法
人
）

は
、
廃
止
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

条
例
第
四
条
第
二
項
の
実
施
機
関
が
定
め
る
法
人

宮
城
県
土
地
開
発
公
社

財
団
法
人
慶
長
遣
欧
使
節
船
協
会

社
会
福
祉
法
人
宮
城
県
社
会
福
祉
協
議
会

財
団
法
人
み
や
ぎ
産
業
振
興
機
構

財
団
法
人
宮
城
県
国
際
交
流
協
会

財
団
法
人
み
や
ぎ
産
業
交
流
セ
ン
タ
ー

社
団
法
人
宮
城
県
農
業
公
社

社
団
法
人
み
や
ぎ
原
種
苗
セ
ン
タ
ー

社
団
法
人
宮
城
県
畜
産
協
会

社
団
法
人
宮
城
県
林
業
公
社

宮
城
県
道
路
公
社

財
団
法
人
宮
城
県
フ
ェ
リ
ー
埠
頭
公
社

仙
台
空
港
鉄
道
株
式
会
社

財
団
法
人
宮
城
県
下
水
道
公
社

宮
城
県
住
宅
供
給
公
社

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
三
十
二
号

　

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
身
体
障
害
者

手
帳
の
交
付
の
た
め
に
診
断
を
行
う
医
師
と
し
て
、
平
成
二
十
一
年
九
月
十
七
日
次
の
者
を
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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氏　

名

平
上　
　

健

佐
藤
栄
三
郎

診
療
科
目

整
形
外
科

呼
吸
器
科

所
属
医
療
機
関
の
名
称

財
団
法
人
宮
城
厚
生
協
会　

坂
総
合

病
院

財
団
法
人
宮
城
厚
生
協
会　

坂
総
合

病
院

所
属
医
療
機
関
の
所
在
地

塩
竈
市
錦
町
十
六－

五

塩
竈
市
錦
町
十
六－

五



〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
三
十
三
号

　

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
次
の

医
師
か
ら
、
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
三
十
四
号

　

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
医
師

の
所
属
医
療
機
関
に
、
次
の
と
お
り
変
更
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
三
十
五
号

　

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
医
師

の
所
在
地
に
、
次
の
と
お
り
変
更
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
三
十
六
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
三
十
七
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

第2101号　平成21年10月23日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

高
橋　
　

新

安
土　

考
史

佐
藤　
　

純

西
野　

晶
子

中
村　

正
三

安
藤　
　

晃

整
形
外
科

内

科

外

科

脳
神
経
外
科

神
経
内
科

整
形
外
科

公
立
刈
田
綜
合
病
院

医
療
法
人
財
団
本
多
友
愛
会　

仙
南

病
院

医
療
法
人
将
道
会　

総
合
南
東
北
病

院医
療
法
人
将
道
会　

総
合
南
東
北
病

院ベ
ー
テ
ル
病
院

公
立
黒
川
病
院

白
石
市
福
岡
蔵
本
字
下
原
沖
三
六

角
田
市
角
田
字
牛
舘
十
六

岩
沼
市
里
の
杜
一
丁
目
二－

五

岩
沼
市
里
の
杜
一
丁
目
二－

五

岩
沼
市
北
長
谷
字
畑
向
山
南
二
七－

四

黒
川
郡
大
和
町
吉
岡
字
西
桧
木
六
十

氏　

名

柿
沼　

秀
秋

鈴
木　

沢
也

神
保　

雅
幸

米
野　

文
良

高
橋　
　

譲

診
療
科
目

内

科

・

泌
尿
器
科

内

科

外

科

外

科

内

科

所
属
医
療
機
関
の
名
称

や
す
ら
ぎ
の
里　

サ
ン
ク
リ
ニ
ッ
ク

社
団
法
人
日
本
海
員
掖
済
会　

宮
城

利
府
掖
済
会
病
院

公
立
加
美
病
院

美
里
町
立
南
郷
病
院

高
橋
医
院

所
属
医
療
機
関
の
所
在
地

登
米
市
南
方
町
鴻
ノ
木
一
五
二－

一

宮
城
郡
利
府
町
森
郷
字
新
太
子
堂
五
一

加
美
郡
色
麻
町
四
竈
字
杉
成
九

遠
田
郡
美
里
町
木
間
塚
字
原
田
五

遠
田
郡
美
里
町
二
郷
字
慶
半
一

氏　
　

名

大
山　
　

匡

伊
藤　

一
弘

診
療
科
目

内

科

・

循
環
器
科

外

科

・

内

科

・

小

児

科

所
属
医
療
機
関
の

名　
　
　
　
　

称

大
山
医
院

い
と
う
ク
リ
ニ
ッ

ク

所
属
医
療
機
関
の
所
在
地

新

加
美
郡
加
美
町
字
北
町
二
番

一
八
一－

一

黒
川
郡
富
谷
町
成
田
四
丁
目

一－

十
一

旧

加
美
郡
加
美
町
字
岡
町
六
三

－

二
黒
川
郡
富
谷
町
成
田
四
丁
目

十
八－

五

氏　
　

名

森
戸　

伸
吾

菊
地　
　

哲

診
療
科
目

整
形
外
科

内

科

所
属
医
療
機
関
の
名
称

新

条
南
整
形
外
科

医
療
法
人
清
仁
会

小
牛
田
内
科
ク
リ

ニ
ッ
ク

旧

気
仙
沼
市
立
病
院

涌
谷
町
国
民
健
康

保
険
病
院

所
属
医
療
機
関
の
所
在
地

気
仙
沼
市
田
中
前
二
丁
目
一－

十

遠
田
郡
美
里
町
牛
飼
字
牛
飼
七
七－

二

事

業

所

番

号

〇
四
一
二
七
〇
〇
三
五
三

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
た
い

わ黒
川
郡
大
和
町
吉
岡
字

下
町
七
十
番
地

指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

就
労
継
続
支
援
Ｂ

型 

設
置
者
名

特
定
非
営
利
活

動
法
人
ス
テ
ッ

プ
ア
ッ
プ
た
い

わ

指
定
年
月
日

平
成
二
十
一
年

十
一
月
一
日



　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
三
十
八
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東

部
土
木
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

志
津
川
登
米
線

三　

道
路
の
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
三
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東

部
土
木
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
四
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東

部
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
四
十
一
号

　

登
米
市
か
ら
若
柳
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第

百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

若
柳
都
市
計
画
下
水
道

　

２　

名
称　

登
米
市
流
域
関
連
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
四
十
二
号

　

栗
原
市
か
ら
築
館
都
市
計
画
、
若
柳
都
市
計
画
、
栗
駒
都
市
計
画
及
び
鶯
沢
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付

を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二

十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
三
日
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事

業

所

番

号

〇
四
一
〇
五
〇
〇
一
九
三

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

生
活
介
護
事
業
所
只
越

荘気
仙
沼
市
唐
桑
町
只
越

三
四
六
番
十
七

指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

生
活
介
護

設
置
者
名

社
会
福
祉
法
人

憲
心
会

指
定
年
月
日

平
成
二
十
一
年

十
月
一
日

変　

更　

の　

区　

間

登
米
市
登
米
町
大
字
日
根
牛
字
入
谷
一
七
九
番
二

地
先
か
ら

同
市
同
町
大
字
日
根
牛
字
入
谷
一
三
四
番
一
地
先

ま
で

変
更
の

前　

後
前後

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

一
一
・
六
〜五
三
・
〇

一
一
・
六
〜三
六
・
五

敷

地

の

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

五
九
八
・
〇

五
九
八
・
〇

道

路

の

種

類

県

道

路

線

名

志
津
川
登
米

線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

登
米
市
登
米
町
大
字
日
根
牛
字
入
谷
一
七
九
番
二
地
先
か

ら同
市
同
町
大
字
日
根
牛
字
入
谷
一
三
四
番
一
地
先
ま
で

供
用
開
始
年
月
日

平
成
二
十
一
年

 

十
月
二
十
三
日

道

路

の

種

類

県

道

路

線

名

矢
本
河
南
線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

東
松
島
市
小
松
字
池
の
内
六
六
番
地
先
か
ら

同
市
小
松
字
鷹
の
池
一
四
九
番
一
地
先
ま
で

供
用
開
始
年
月
日

平
成
二
十
一
年

 

十
月
二
十
三
日



 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

築
館
都
市
計
画
、
若
柳
都
市
計
画
、
栗
駒
都
市
計
画
及
び
鶯
沢
都
市
計
画
下
水
道

　

２　

名
称　

栗
原
市
流
域
関
連
公
共
下
水
道

　
　
　
　
　
　

栗
原
市
流
域
関
連
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

 
公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

随
意
契
約
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

自
動
車
二
税
に
係
る
減
免
制
度
の
改
正
に
伴
う
シ
ス
テ
ム

修
正
業
務　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

総
務
部
税
務
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目

八
番
一
号

三　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
一
年
九
月
十
一
日

四　

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

株
式
会
社
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
デ
ー
タ　

東
京
都

江
東
区
豊
洲
三
丁
目
三
番
三
号

五　

契
約
金
額　

三
千
九
百
六
万
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

随
意
契
約

七　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
理
由　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政

令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

宮
城
県
新
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
シ
ス
テ
ム
構
築
業
務　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

企
画
部
情
報
シ
ス
テ
ム
課　

仙
台
市
青
葉
区
本

町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
一
年
八
月
三
十
一
日

四　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

Ｎ
Ｅ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
企
業
連
合
（
代
表
構

成
員　

Ｎ
Ｅ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社
東
北
支
店　

仙
台
市
青
葉
区
中
央
四
丁
目
六
番
一
号
）

五　

落
札
金
額　

一
億
六
千
九
百
十
二
万
九
千
八
百
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
一
日

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

宮
城
県
警
察
Ｗ
Ａ
Ｎ
デ
ー
タ
回
線
サ
ー
ビ
ス�
　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

宮
城
県
警
察
本
部
総
務
部
会
計
課　

仙
台
市
青

葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
一
年
十
月
十
四
日

四　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

東
北
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト
通
信
㈱　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区

一
番
町
三
丁
目
七
番
一
号

五　

落
札
金
額　

一
億
二
千
五
百
三
十
万
千
十
五
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
一
年
九
月
四
日

 
選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
百
六
十
三
号

　

平
成
七
年
宮
選
管
告
示
第
八
号
（
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
告
示
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委

員

長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

　

浜
区
多
目
的
集
会
場
の
項
か
ら
風
越
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
ま
で
の
項
を
削
る
。

　

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

本
吉
浜
区
多
目
的
集
会
場 

同　

市
本
吉
町
今
朝
磯
五
八
番
地

本
吉
上
川
内
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー 

同　

市
本
吉
町
東
川
内
一
八
番
地
一

本
吉
山
田
生
活
改
善
セ
ン
タ
ー 

同　

市
本
吉
町
猪
の
鼻
八
四
番
地
二
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本
吉
大
沢
生
活
改
善
セ
ン
タ
ー 

同　

市
本
吉
町
津
谷
長
根
二
九
九
番
地
一

本
吉
馬
籠
林
業
セ
ン
タ
ー 

同　

市
本
吉
町
向
畑
一
四
番
地

本
吉
下
川
内
多
目
的
集
会
場 

同　

市
本
吉
町
東
川
内
一
六
三
番
地
四

本
吉
高
漁
村
セ
ン
タ
ー 

同　

市
本
吉
町
高
二
一
番
地
一
二

本
吉
上
沢
多
目
的
集
会
場 

同　

市
本
吉
町
大
東
二
五
番
地
三

本
吉
総
合
体
育
館 

同　

市
本
吉
町
津
谷
新
明
戸
一
三
六
番
地

本
吉
大
谷
漁
村
セ
ン
タ
ー 

同　

市
本
吉
町
大
谷
三
〇
五
番
地

本
吉
狼
の
巣
多
目
的
集
会
場 

同　

市
本
吉
町
坊
の
倉
二
五
八
番
地

本
吉
寺
谷
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー 

同　

市
本
吉
町
寺
谷
三
〇
番
地
二

本
吉
前
浜
マ
リ
ン
セ
ン
タ
ー 

同　

市
本
吉
町
前
浜
三
〇
五
番
地
一

本
吉
松
岡
タ
ウ
ン
セ
ン
タ
ー 

同　

市
本
吉
町
津
谷
松
岡
一
一
〇
番
地
一

本
吉
登
米
沢
多
目
的
集
会
場 

同　

市
本
吉
町
登
米
沢
一
九
三
番
地
一

本
吉
漆
原
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー 

同　

市
本
吉
町
漆
原
九
番
地
一

本
吉
津
谷
松
尾
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー 

同　

市
本
吉
町
津
谷
松
尾
一
〇
〇
番
地
五

本
吉
津
谷
舘
岡
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー 

同　

市
本
吉
町
津
谷
舘
岡
六
三
番
地
一

本
吉
林
の
沢
振
興
会
館 

同　

市
本
吉
町
林
の
沢
四
五
番
地
一
三

本
吉
三
島
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー 

同　

市
本
吉
町
三
島
一
四
五
番
地
四

本
吉
表
山
田
振
興
会
館 

同　

市
本
吉
町
岳
の
下
三
番
地
六

本
吉
坊
の
倉
地
区
農
林
業
家
婦
人
活
動
施
設
（
本
吉
坊
の
倉
振
興
セ
ン
タ
ー
）　

同　

市
本
吉
町
坊
の
倉
一
五
三
番
地

一
八

本
吉
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー
（
本
吉
公
民
館
） 

同　

市
本
吉
町
津
谷
新
明
戸
一
三
六
番
地

本
吉
松
ヶ
沢
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー 

同　

市
本
吉
町
宮
内
四
四
番
地
九
八

本
吉
日
門
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー 

同　

市
本
吉
町
山
谷
四
七
番
地
七

本
吉
風
越
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー 

同　

市
本
吉
町
風
越
二
三
番
地
一
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